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三田市条例第４２号 

 

三田市議会ハラスメント根絶条例 

 

ハラスメントは、基本的人権及び個人の尊厳を著しく傷つけ、職員等の業務及び

議員活動並びに市民の福祉に支障をきたし、議会及び議員の社会的信用及び信頼を

失う行為であるとともに、市民サービスの低下につながる行為である。 

三田市議会及びその構成員である議員は、市民の負託により二元代表制の一翼を

担う重責を理解し、ハラスメントを断じて許さず、率先してこれを根絶し、職員等

と議員が安心して市民のため職務を遂行できる環境を確保することによって、市民

から信頼され続ける議会を実現することを強く決意し、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、全ての議員が互いの人格を尊重し、信頼し合い、議員及び議

会としての役割を十分に発揮するため、議員及び職員等によるハラスメントを防

止し、根絶するための処置を講じ、市民から信頼され続ける議会の実現を目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。 

(1) パワーハラスメント 職務に関する優位的な関係を背景として行われる、業

務上必要かつ相当な範囲を超える言動により、相手方に精神的又は身体的な苦

痛を与え、相手方の人格、尊厳又は職務環境（議員としての活動を行う上での

環境を含む。以下同じ。）を害する行為 

(2) セクシャルハラスメント 性的な言動により相手方に不快感を与える行為又

は相手方の職務環境を害し、若しくは勤務（議員としての活動を含む。以下同

じ。）条件に不利益を与える行為 

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠したこと、出産した

こと、妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務できないこと等に対する言

動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に対す

る言動により相手方の職務環境を害する行為 

(4) ＳＯＧＩ（ソジ）ハラスメント 性的指向、性自認等に関して、侮辱的、差



 
別的な言動により相手方に精神的若しくは身体的な苦痛を与える行為 

(5) その他のハラスメント 相手方に精神的又は身体的な苦痛を与え、相手方の

人格、尊厳又は職務環境を害する行為であって、前４号に該当しないもの 

２ この条例において「職員等」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第３条第２項に規定する一般職に属する職員並びに同条第３項第１号、第１号の

２、第２号、第３号、第３号の２、第５号及び第６号に規定する特別職に属する

職員（議員を除く。）をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この条例は、次の各号に掲げる関係において生じたハラスメントについて

適用する。 

(1) 議員から職員等に対するハラスメント 

(2) 議員から議員に対するハラスメント 

(3) 職員等から議員に対するハラスメント 

（議員の責務） 

第４条 議員は、市民の代表として常に高い倫理観を持ち、ハラスメントの根絶に

努めなければならない。 

２ 議員は、ハラスメントが行為者の意図とは関係なく生じ得ること及び議員と職

員等が特殊な関係にあることを自覚し、職員等及び他の議員を個人として尊重す

ることを通じて、誠実かつ公正な活動に努めなければならない。 

３ 議員は、ハラスメントに当たる言動を行っていると疑われたときは、自ら誠実

な態度をもって事実を明らかにし、説明責任を果たさなければならない。 

４ 議員は、他の議員がハラスメントに当たる言動を行っていると認められる事態

に遭遇したときは、当該議員に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努めるととも

に、議長に当該事態について報告しなければならない。 

５ 議員は、職員等が他の議員に対しハラスメントに当たる言動を行っていると認

められる事態に遭遇したときは、当該職員等に対し厳に慎むべき旨を指摘するよ

う努めるとともに、議長に当該事態について報告しなければならない。 

（議長の責務） 

第５条 議長は、ハラスメントの根絶に努めるとともに、ハラスメントに起因する

問題の解決に必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。 

２ 議長は、ハラスメントに関する相談に的確に対応するため、必要な相談体制の



 
整備に努めるものとする。 

（研修等） 

第６条 議長は、ハラスメントの根絶のため、議員に対し必要な研修等を行うもの

とする。 

（行動指針） 

第７条 議長は、ハラスメントの根絶に関する行動指針を定め、議員に対し周知徹

底を図るものとする。 

（議長職務の代行） 

第８条 議長が次条第１項に規定する相談又は申立ての対象（以下「対象者」とい

う。）となったときは、副議長がこの条例に規定する議長の職務を行うものとする。 

２ 議長及び副議長がともに対象者となったときは、対象者に該当しない年長の議

員が議長の職務を行うものとする。 

（報告、相談及び申立て等） 

第９条 ハラスメントによる被害を受けたと感じる、又はその事実があると思料す

る職員等又は議員は、議長に対し、ハラスメントに関する相談をし、その内容を

書面又は電子メールにより申し立てることができる。 

２ 議長は、第４条第４項及び第５項の規定による報告並びに前項の規定による相

談及び申立ての窓口を議会事務局に置くことができる。 

３ 議長は、第１項の規定による申立てを受領したときは、その内容について別に

定める基準に該当するかどうかを確認し、受理又は不受理の決定を行うものとす

る。 

（調査） 

第１０条 議長は、前条第３項の規定による確認の結果、前条第１項の規定による

申立てを受理したときは、事実関係の調査を行うものとする。 

２ 議長は、前条第３項の規定による確認及び前項に規定する調査に関する補助事

務を予め指定した議会事務局職員に行わせることができる。 

 （執行機関等への委任） 

第１１条 議長は、前条第１項の規定により調査を行うに当たり、対象者が職員等

である場合、市長その他の執行機関（以下「執行機関等」という。）に事実関係の

調査に関する事務を委任することができる。 

 （執行機関等の協力義務） 



 
第１２条 執行機関等は、前条の規定による調査に関する事務の委任を受けた場合

は、第１０条第１項に規定する調査に協力しなければならない。 

（ハラスメント審査会） 

第１３条 議長は、ハラスメントを根絶するための措置及びハラスメントが行われ

た場合に適切に対応するための措置に関し、外部の有識者からなる第三者委員会

としてハラスメント審査会（以下「審査会」という。）を置くことができる。 

２ 議長は、前項に規定する審査会にハラスメントの認定及びハラスメントに適切

に対応するための必要な措置について諮問することができる。 

３ 議長は、第１０条第１項に規定する調査を審査会に委任することができる。 

４ 審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については、議長が別に

定める。 

 （議員の協力義務） 

第１４条 第９条第１項に規定する申立てに対象者として申し立てられた議員は、

第１０条第１項に規定する調査、必要な資料の提供、審査会への出席等を求めら

れたときは協力しなければならない。 

 （職員等の協力義務） 

第１５条 第９条第１項に規定する申立てに対象者として申し立てられた職員等は、

第１０条第１項に規定する調査、必要な資料の提供、審査会への出席等を求めら

れたときは協力しなければならない。 

 （弁明） 

第１６条 第１４条に規定する議員及び前条に規定する職員等は、審査会において

書面により弁明することができる。 

（公表等） 

第１７条 議長は、第１３条第２項の規定による諮問に係る答申を受け、議員によ

るハラスメントを認定した場合は、会派代表者会を開き、当該ハラスメントを行

った議員の氏名等を公表し、その他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 議長は、第１３条第２項の規定による諮問に係る答申を受け、職員等による議

員に対するハラスメントを認定した場合は、執行機関等に対し必要な措置を講ず

るよう要請するものとする。 

３ 議長は、第１４条の規定により協力を求められた議員が調査等に協力しなかっ

たときは、その旨を公表するものとする。 



 
４ 議長は、第１項の規定により議員の氏名等を公表し、その他必要な措置を講ず

るときは、審査会に諮問するものとする。 

（被害者等のプライバシーの保護） 

第１８条 議員は、ハラスメントの被害者及び関係者のプライバシーの保護に十分

配慮し、当該ハラスメントに関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も同様とする。 

２ 議員及び職員等は、第４条第４項及び第５項の規定により報告を行った者並び

に第９条第１項の規定により申立てを行った者を特定する行為を行ってはならな

い。 

（委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われたハラスメントについて

適用する。 

 （検証） 

３ 議会は、この条例の施行後３年を経過したときは、この条例の施行の状況につ

いて検証し、必要があると認める場合は、その結果に基づいて所要の措置を講ず

るものとする。 


